
令和 5年（２０２ 3年） 3月 6日

建 設 委 員 会 資 料

都市基盤部交通政策課

中野区自転車利活用計画（案）について

中野区自転車利活用計画（案）（以下「案」という。）について取りまとめたので、中

野区自転車利活用計画（素案）（以下「素案」という。）に関する意見交換会の結果と合

わせ、以下のとおり報告する。

１ 意見交換会の実施結果について

（１）実施日及び参加状況

（２）主な意見の概要と区の考え方について

別紙１のとおり

２ 中野区自転車利活用計画（素案）からの主な変更点

※ その他、軽微な文言、表現等を修正

３ 中野区自転車利活用計画（案）

別紙２のとおり

４ パブリック・コメント手続の実施について

案に関するパブリック・コメント手続について、４月２１日（金曜日）から５月

１２日（金曜日）まで実施する。区民への周知は、区報（４月２０日号）及び中野

区ホームページへ掲載するほか、区民活動センター、図書館等で資料を公表する。

５ 今後の予定

令和５年４月 案に関するパブリック・コメント手続の実施

６月頃 第２回定例会 建設委員会

パブリック・コメントの結果報告及び計画策定報告

ページ 変更内容 変更理由

27 修正前：現状④自転車を取り巻く自転車環境

への対応が必要

修正後：現状④自転車を取り巻く環境の変化

記載内容との整合を

図るため、見出しの

文言修正を行った。

開催日時 会場 参加者数

２月１７日（金）１９時～２１時 中野区役所 ３人

２月１８日（土）１０時～１２時 中野区役所 １人

計 ４人



別紙１

意見交換会における主な意見の概要と区の考え方

No 区分 意見・質問等 区の考え方

1

実施施策

（自転車利用

の環境整備）

自転車駐車場において、親子自

転車など大型の自転車が多く、

通路部分にまであふれてしまっ

ているため、設備について改善

してほしい。

施策①に示す通り、電動自転車、

親子自転車など多様な車両に対

応した自転車駐車場への改善を

図る。

2

自転車駐車場において、カーゴ

バイクへの対応は考えている

か。

大きな荷物などを運ぶことが出

来る運搬用自転車であるカーゴ

バイクについては、一般的に利用

されている自転車とは異なるた

め、現時点では計画への反映は考

えていない。

3

自転車ナビマークが整備されて

いても、自動車の路上駐車や幅

員が狭い道路では、安全な通行

ができない。対策としては不十

分ではないか。

施策③に示す自動車の路上駐車

対策や安全な道路構造の整備等

の取組により安全な通行空間の

確保を推進していく。

4

自動車の通行制限や一方通行な

どにより、十分な自転車通行空

間の確保を行う必要がある。ま

た、西武新宿線の地下化に合わ

せて地上に自転車道を整備して

ほしい。

施策③に示す自転車ネットワー

ク路線において道路整備が行わ

れる際に、安全な通行空間を確保

していく。鉄道の上部空間の活用

については事業の進捗に応じて

関係者と調整を進めていく。

5

自転車通行空間について自転車

利用者だけでなく、自動車の運

転手への周知も必要である。ま

た、通常の路面標示だけではな

く自転車通行空間をしっかりと

認識できるよう構造的な工夫が

必要である。

自転車利用者以外にも施策③に

示す自転車通行空間の周知を推

進していく。構造的な工夫につい

ては、他の自治体において、実験

的な取組を行っている例もあり、

区でも引き続き情報を把握する

よう努めていく。

6

実施施策

（自転車利用

の適正化）

放置自転車は通勤通学者よりも

買い物客などによるものが多い

と思うが、区の認識としてはど

うか。

駐車場整備や規制区域内の放置

自転車撤去などにより通勤通学

者の放置は減少し、現在は買い物

客など短時間の放置自転車が増

加していると認識している。施策

④に示す放置自転車防止へ取り

組みに加え、施策②に示す商店街

との連携や民間駐車場の活用等

により対応を図る。



7

実施施策

（自転車利用

の適正化）

私有地内の放置自転車につい

て、私有地の所有者が警告の札

を自転車につけ、一定期間が経

過した後に撤去、廃棄しており、

費用と労力がかかっている。私

有地内の放置自転車撤去に関す

るガイドラインのようなものが

あるとよい。

中野区自転車等放置防止条例は

公共の場所における自転車等の

放置を防止することを基本とし

ている。このため、私有地におい

ては所有者が対応することが原

則となる。なお、区のホームペー

ジ上では一般的な私有地内の対

応方法の案内を行っている。

8

歩道を速く走行する自転車につ

いては、取締りが必要である。ま

た、一人一人がルールを守れる

環境づくりが必要である。

警視庁では現在自転車の取締り

を強化しているところである。区

としては、警視庁と連携しながら

施策⑤、⑥に示す安全への取組を

推進しルール・マナーの周知を徹

底していく。

9

計画の

推進体制

（数値目標）

基本方針３の数値目標につい

て、自転車の利用頻度ではなく

トリップ距離帯域別の自転車分

担率を用いるべきである。

本数値目標は自転車の利用機会

を増やしていきたいとの考えか

ら、週 1日以上使う方の割合が一

つの目安となると考えており、学

識経験者等の関係者で構成する

中野区自転車等駐車対策協議会

での協議も踏まえ設定した。

10 その他

気候変動への対応として、自動

車から自転車への転換するよう

な施策やまちづくりが必要であ

る。

中野区は自動車分担率が低く、区

単体の施策で自動車交通を抑制

するのには限界があると考えて

いる。自動車から公共交通への転

換については、今後策定予定の公

共交通に関する計画にて検討し

ていく。











１-１ 計画の背景と目的

（１）

（２）



１-２ 計画の位置づけ

（１）

（２）

１-３ 計画の期間

１-４ 計画の対象地域



２-１ 地域の概要

（１）
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※JR 中央線各駅の乗降客数については、乗車人員のみ公表されているため、乗車人員に２を乗じた
値を掲載している。

■路線別乗降客数の推移

■鉄道駅の乗降客数
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２-２ 自転車の利用環境

（１）

※混雑度：道路容量に対する交通量の比率＝交通量÷道路容量
一般的に混雑度が 1.00 を超えると混雑しているとされ、1.25～1.75 はピーク時間を中心として
混雑する時間帯が多く、1.75 以上は慢性的な混雑状態とされる。



※本図は、小型自動車等（道路構造令第 4条に規定された車両）が相互に通行できるかを判断す
るため、小型自動車等の幅 2mに路肩の幅員 0.5m を加えた道路幅員 5.0m を最低幅員とし、
区内の道路について整理している。
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（３）





（４）
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２-３ 自転車の利用動向

（１）



■東京都の市区町村別の自転車発生集中量(H30)

中野区

■代表交通手段別の分担率の比較(H30)
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自ゾーン

内, 31.8%

中野区内, 

36.1%

隣接区, 

30.3%

その他, 

1.9%

H30

自転車

OD交通量

98,923 ﾄﾘｯﾌﾟ

■中野区の自転車の
移動先割合(H30)
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■駅の自転車の移動目的(H30)
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２-４ 自転車に関わる交通事故

（１）
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１-１ 区営自転車駐車場

（１）整備状況

表 1.1 区営自転車駐車場整備状況

※②中野西自転車駐車場は、令和 4年 10 月 1日に仮設自転車駐車場へ移転

出典：中野区資料

駅名 名称 種別
開設年
(当初)

駅から
の距離

(m)

面積
(㎡)

形態
収容台数
(台)

利用料金（自転車）

1日 定期１か月

中野

①中野南自転車駐車場 有料制 1999 年
(H11)

200 913 屋外 700 100 円 1,100 円

②中野西自転車駐車場 有料制
2010 年
(H22) 300 3,705

屋内
・
屋外

1,980 -

屋外東 1,900 円
屋外 900 円
1 階 1,900 円
2 階 1,300 円

③中野四季の森公園地下自転車駐車場 有料制 2019 年
(H31)

500 2,111 地下 1,500 100 円 1,600 円

東中野

④東中野駅（地下）自転車駐車場 有料制 1999 年
(H11) 130 1,710 地下 912 100 円 1,600 円

⑤東中野駅前広場地下自転車駐車場 有料制 2015 年
(H27) 10 414 地下 220 150 円 2,500 円

⑥東中野東自転車等駐車整理区画 整理区画
2004 年
(H16) 120 35 屋外 34 - 9,600 円(年間)

中野坂上 ⑦中野坂上駅（地下）自転車駐車場 有料制
1989
(H1) 70 1,588 地下 1,040 100 円 1,600 円

新中野
⑧鍋横自転車駐車場 有料制 2009 年

(H21)
100 273 屋外 250 100 円 1,600 円

⑨杉山公園地下自転車駐車場 有料制 2010 年
(H22)

100 633 地下 240 150 円 2,500 円

中野新橋 ⑩中野新橋駅自転車駐車場 有料制 1989 年
(H1) 50 252 屋外 250 100 円 1,900 円

中野富士見町⑪中野富士見町自転車駐車場 登録制 2002 年
(H24) 50 111 屋外 90 - 7,200 円(年間)

落合 ⑫落合駅自転車等駐車整理区画 整理区画
2004 年
(H16) 50 188 屋外 160 100 円 7,200 円(年間)

新江古田 ⑬新江古田自転車駐車場 登録制
1998 年
(H10) 50 407 屋外 300 - 7,200 円(年間)

新井薬師前
⑭新井薬師北自転車駐車場 有料制 2006 年

(H18)
50 224 屋外 230 100 円 1,900 円

⑮新井薬師南自転車駐車場 有料制 2006 年
(H18)

100 80 屋外 70 100 円 1,700 円

沼袋

⑯沼袋南自転車等駐車整理区画 整理区画 1978 年
(S53) 120 150 屋外 250 100 円 9,600 円(年間)

⑰沼袋第一自転車駐車場 有料制 1984 年
(S59) 90 50 屋外 17 100 円 -

⑱沼袋地下自転車駐車場 有料制
1994 年
(H6) 140 759 地下 470 100 円 1,600 円

野方

⑲野方東自転車等駐車整理区画(北) 整理区画
1977 年
(S52) 140 135 屋外 226 - 9,600 円(年間)

⑳野方東自転車等駐車整理区画(南) 整理区画 1977 年
(S52)

140 205 屋外 344 - 9,600 円(年間)

㉑野方第一自転車駐車場 有料制 1990 年
(H2)

110 170 屋外 140 100 円 -

㉒野方第二自転車駐車場 有料制 1987 年
(S62)

80 263 屋外 260 100 円 1,900 円

都立家政
㉓都立家政北自転車駐車場 有料制 1998 年

(H10) 110 349 屋外 270 100 円 1,900 円

㉔都立家政南自転車駐車場 有料制 1996 年
(H8) 130 289 屋外 367 100 円 1,900 円

鷺ノ宮

㉕鷺宮北自転車駐車場 有料制
1994 年
(H6) 110 274 屋外 248 100 円 1,900 円

㉖鷺宮東自転車駐車場 有料制
1992 年
(H4) 210 545 屋外 388 100 円 1,600 円

㉗鷺宮南自転車駐車場 有料制 1991 年
(H3)

240 932 屋外 450 100 円 1,100 円
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表 1.2 区営自転車駐車場整備の経緯

年月日 自転車駐車場 変更内容

2012 年 4 月 1日 ⑩中野新橋駅自転車駐車場 神田川整備工事に伴い移転。収容台数削減

2015 年 8 月 1日 ㉗鷺宮南自転車駐車場 敷地内に鷺宮南自転車保管場所を設置。収容台数削減

8月 1日 中野けやき通り自転車駐車場 10 月 31 日まで 1日利用休止

11 月 1日 ②中野西自転車駐車場 駐車場屋内部分増設

11 月 1日 中野けやき通り自転車駐車場 収容台数増設に伴い 1日利用再開

11 月 1日 中野駅北口西自転車駐車場 収容台数削減

11 月 1日 中野駅北口中央自転車駐車場 収容台数削減に伴い 1日利用廃止・屋外部分休止

12 月 1日 ⑩中野新橋駅自転車駐車場 神田川整備工事完了に伴い元の場所に移転。収容台数復元

2016 年 1 月 31 日 中野駅北口西自転車駐車場 廃止

2月 1日 中野駅北口中央自転車駐車場 屋外部分再開による収容台数増設

10 月 1日 ①中野南自転車駐車場 収容台数削減

2019 年 1 月 31 日 中野駅北口中央自転車駐車場 廃止

2月 1日 ③中野四季の森公園地下自転車駐車場 供用開始

4月 1日 ①中野南自転車駐車場 収容台数削減

2020 年 4 月 1日 中野けやき通り自転車駐車場 バイク置場部分廃止

7月 20 日 ④東中野駅（地下）自転車駐車場 収容台数削減

7月 20 日 ⑦中野坂上駅（地下）自転車駐車場 収容台数削減

9月 1日 中野けやき通り自転車駐車場 収容台数削減

12 月 1日 ④東中野駅（地下）自転車駐車場 収容台数削減

2021 年 1 月 27 日 ㉗鷺宮南自転車駐車場 収容台数削減

2月 24 日 ㉔都立家政南自転車駐車場 収容台数削減

4月 1日 中野けやき通り自転車駐車場 廃止

4月 1日 ①中野南自転車駐車場 バイク置場部分廃止

4月 1日 ②中野西自転車駐車場 屋外東部分増設

2022 年 10 月 1 日 ②中野西自転車駐車場 囲町東地区の再開発に伴い、一部移転
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（２）利用状況

表 1.3 区営自転車駐車場利用状況（令和 3年度）

※利用回数のうち定期利用については、定期契約者数を使用 出典：中野区資料

表 1.4 区営自転車駐車場利用状況（令和 3年度）

※利用率は利用回数の記載がある自転車駐車場のみの合算値 出典：中野区資料

駅名 名称 種別
収容台数
(台)

令和 3年度利用回数(回/日) 令和 3年度
利用率１日 定期 計

中野

①中野南自転車駐車場 有料制 700 36 500 536 76.6%

②中野西自転車駐車場 有料制 1,980 0 2,102 2,102 106.2%

③中野四季の森公園地下自転車駐車場 有料制 1,500 476 798 1,274 84.9%

東中野

④東中野駅（地下）自転車駐車場 有料制 912 134 443 577 63.3%

⑤東中野駅前広場地下自転車駐車場 有料制 220 66 168 234 106.4%

⑥東中野東自転車等駐車整理区画 整理区画 34 - - - -

中野坂上 ⑦中野坂上駅（地下）自転車駐車場 有料制 1,040 63 257 320 30.8%

新中野
⑧鍋横自転車駐車場 有料制 250 33 97 130 52.0%

⑨杉山公園地下自転車駐車場 有料制 240 13 19 32 13.3%

中野新橋 ⑩中野新橋駅自転車駐車場 有料制 250 52 104 156 62.4%

中野富士見町⑪中野富士見町自転車駐車場 登録制 90 - - - -

落合 ⑫落合駅自転車等駐車整理区画 整理区画 160 - - - -

新江古田 ⑬新江古田自転車駐車場 登録制 300 - - - -

新井薬師前
⑭新井薬師北自転車駐車場 有料制 230 43 70 113 49.1%

⑮新井薬師南自転車駐車場 有料制 70 10 39 49 70.0%

沼袋

⑯沼袋南自転車等駐車整理区画 整理区画 250 - - - -

⑰沼袋第一自転車駐車場 有料制 17 20 0 20 117.6%

⑱沼袋地下自転車駐車場 有料制 470 89 247 336 71.5%

野方

⑲野方東自転車等駐車整理区画(北) 整理区画 226 - - - -

⑳野方東自転車等駐車整理区画(南) 整理区画 344 - - - -

㉑野方第一自転車駐車場 有料制 140 65 0 65 46.4%

㉒野方第二自転車駐車場 有料制 260 69 130 199 76.5%

都立家政
㉓都立家政北自転車駐車場 有料制 270 47 122 169 62.6%

㉔都立家政南自転車駐車場 有料制 367 30 80 110 30.0%

鷺ノ宮

㉕鷺宮北自転車駐車場 有料制 248 62 170 232 93.5%

㉖鷺宮東自転車駐車場 有料制 388 8 96 104 26.8%

㉗鷺宮南自転車駐車場 有料制 450 22 195 217 48.2%

駅名 収容台数(台)
令和 3年度利用回数

(回/日) 令和 3年度利用率

中野駅 4,180 3,912 93.6%

東中野駅 1,166 811 71.6%

中野坂上駅 1,040 320 30.8%

新中野駅 490 162 33.1%

中野新橋駅 250 156 62.4%

中野富士見町駅 90 - -

落合駅 160 - -

新江古田駅 300 - -

新井薬師前駅 300 162 54.0%

沼袋駅 737 356 73.1%

野方駅 970 264 66.0%

都立家政駅 637 279 43.8%

鷺ノ宮駅 1,086 553 50.9%
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表 1.5 区営自転車駐車場利用率の推移

出典：中野区資料

駅名 名称 種別 平成
28 年度

平成
29 年度

平成
30 年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

中野

①中野南自転車駐車場 有料制 84.8% 77.8% 76.2% 97.0% 81.3% 76.6%

②中野西自転車駐車場 有料制 124.9% 128.4% 137.1% 141.1% 137.7% 106.2%

③中野四季の森公園地下自転車駐車場 有料制 - - 28.2% 33.3% 44.8% 84.9%

東中野

④東中野駅（地下）自転車駐車場 有料制 82.2% 78.7% 80.0% 82.9% 69.5% 63.3%

⑤東中野駅前広場地下自転車駐車場 有料制 110.9% 112.7% 119.1% 124.1% 104.5% 106.4%

⑥東中野東自転車等駐車整理区画 整理区画 - - - - - -

中野坂上 ⑦中野坂上駅（地下）自転車駐車場 有料制 39.7% 41.3% 42.3% 43.4% 33.3% 30.8%

新中野
⑧鍋横自転車駐車場 有料制 58.8% 70.0% 65.2% 62.8% 56.0% 52.0%

⑨杉山公園地下自転車駐車場 有料制 19.2% 18.3% 16.3% 17.9% 17.1% 13.3%

中野新橋 ⑩中野新橋駅自転車駐車場 有料制 72.8% 77.2% 77.2% 75.6% 60.0% 62.4%

中野富士見町 ⑪中野富士見町自転車駐車場 登録制 - - - - - -

落合 ⑫落合駅自転車等駐車整理区画 整理区画 - - - - - -

新江古田 ⑬新江古田自転車駐車場 登録制 - - - - - -

新井薬師前
⑭新井薬師北自転車駐車場 有料制 60.9% 61.7% 67.0% 69.1% 53.9% 49.1%

⑮新井薬師南自転車駐車場 有料制 100.0% 97.1% 90.0% 90.0% 65.7% 70.0%

沼袋

⑯沼袋南自転車等駐車整理区画 整理区画 - - - - - -

⑰沼袋第一自転車駐車場 有料制 88.2% 105.9% 117.6% 135.3% 123.5% 117.6%

⑱沼袋地下自転車駐車場 有料制 74.7% 68.7% 71.7% 85.5% 67.4% 71.5%

野方

⑲野方東自転車等駐車整理区画(北) 整理区画 - - - - - -

⑳野方東自転車等駐車整理区画(南) 整理区画 - - - - - -

㉑野方第一自転車駐車場 有料制 60.0% 53.6% 59.3% 59.3% 42.1% 46.4%

㉒野方第二自転車駐車場 有料制 102.7% 95.4% 94.2% 92.7% 74.2% 76.5%

都立家政
㉓都立家政北自転車駐車場 有料制 91.1% 88.5% 93.7% 93.7% 69.6% 62.6%

㉔都立家政南自転車駐車場 有料制 30.8% 28.6% 30.8% 30.0% 26.5% 30.0%

鷺ノ宮

㉕鷺宮北自転車駐車場 有料制 136.7% 131.5% 125.0% 121.4% 96.0% 93.5%

㉖鷺宮東自転車駐車場 有料制 38.0% 36.0% 33.5% 34.5% 28.9% 26.8%

㉗鷺宮南自転車駐車場 有料制 71.8% 68.4% 66.0% 63.1% 49.1% 48.2%
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図 1.1 自転車駐車場の利用率（令和 3年度）

図 1.2 自転車駐車場の時間帯別需要

出典：「自転車利用に関するアンケート」中野区
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１-２ 放置自転車

（１）放置自転車の状況

表 1.6 放置規制区域別の放置自転車台数の推移（台）

※毎年 10 月下旬～11 月上旬、晴天時の午前 11 時頃の調査による

出典：中野区資料

表 1.7 放置規制区域別の放置率の推移

※放置率＝放置台数÷（駐車場利用台数＋放置台数）

出典：中野区資料

駅名 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

中野駅 280 233 288 264 138 121

東中野駅 35 11 46 30 23 21

中野坂上駅 47 40 30 27 50 44

新中野駅 77 57 38 56 39 46

中野新橋駅 63 25 29 41 19 30

中野富士見町駅 7 5 3 3 2 3

落合駅 7 8 9 3 1 1

新江古田駅 35 19 26 22 23 14

新井薬師前駅 32 44 16 17 18 28

沼袋駅 80 58 76 38 29 40

野方駅 73 54 68 31 35 35

都立家政駅 22 16 8 21 19 19

鷺ノ宮駅 19 18 41 48 43 20

駅名 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

中野駅 3.8% 3.3% 4.2% 5.7% 3.5% 4.0%

東中野駅 3.1% 1.0% 3.6% 2.6% 3.0% 2.6%

中野坂上駅 8.2% 6.6% 5.0% 4.0% 8.5% 9.2%

新中野駅 29.3% 20.4% 15.4% 24.1% 25.3% 27.2%

中野新橋駅 25.8% 11.6% 12.7% 20.6% 13.4% 21.0%

中野富士見町駅 9.7% 10.4% 6.5% 3.8% 4.9% 6.3%

落合駅 3.6% 6.5% 5.3% 1.8% 0.7% 0.7%

新江古田駅 21.2% 16.4% 9.0% 9.1% 14.0% 7.8%

新井薬師前駅 11.8% 14.8% 5.3% 7.0% 11.1% 13.3%

沼袋駅 15.2% 14.1% 15.8% 8.5% 9.3% 13.6%

野方駅 11.7% 9.7% 7.9% 4.4% 8.3% 7.7%

都立家政駅 5.7% 3.6% 1.7% 5.4% 5.8% 5.5%

鷺ノ宮駅 1.4% 1.3% 2.8% 3.0% 4.2% 2.0%
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（２）放置自転車の撤去状況

表 1.8 放置規制区域別の自転車撤去台数の推移（台）

※放置率＝放置台数÷（駐車場利用台数＋放置台数）

出典：中野区資料

駅名 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

中野駅 5,959 5,548 5,280 4,413 3,244 3,575

東中野駅 1,188 1,160 859 738 476 448

中野坂上駅 563 582 470 452 287 250

新中野駅 673 627 423 335 279 266

中野新橋駅 363 284 257 277 130 122

中野富士見町駅 146 143 109 81 54 42

落合駅 119 90 71 79 55 42

新江古田駅 239 258 223 206 120 90

新井薬師前駅 394 320 270 217 151 146

沼袋駅 570 544 596 407 246 244

野方駅 717 683 675 556 404 439

都立家政駅 334 259 183 148 127 112

鷺ノ宮駅 647 512 539 369 271 312



資料編１ 自転車利用の状況

53

１-３ シェアサイクルの利用状況

（１）移動状況

表 1.9 区別の移動状況（左：移動回数、右：構成比）

※令和 3年度の利用実績

出典：中野区シェアサイクル（ドコモ・バイクシェア）利用実績集計（中野区資料）

（２）ポートの利用状況

表 1.10 区内ポートの利用回数

※令和 3年度の利用実績

出典：中野区シェアサイクル（ドコモ・バイクシェア）利用実績集計（中野区資料）

移動先 一回会員 月額会員 法人会員 1日パス 全体

中野区内の移動 19,191 (27.6%) 20,443 (29.5%) 1,424 (43.3%) 889 (34.0%) 41,947 (29.0%)

中
野
区
と
他
区
間
の
移
動

千代田区 1,770 (2.5%) 505 (0.7%) 41 (1.2%) 44 (1.7%) 2,360 (1.6%)

中央区 641 (0.9%) 134 (0.2%) 11 (0.3%) 11 (0.4%) 797 (0.6%)

港区 2,878 (4.1%) 577 (0.8%) 17 (0.5%) 74 (2.8%) 3,546 (2.5%)

新宿区 26,673 (38.4%) 32,228 (46.5%) 1,290 (39.2%) 891 (34.1%) 61,082 (42.2%)

文京区 1,312 (1.9%) 362 (0.5%) 17 (0.5%) 61 (2.3%) 1,752 (1.2%)

江東区 364 (0.5%) 24 (0.0%) 14 (0.4%) 14 (0.5%) 416 (0.3%)

品川区 488 (0.7%) 58 (0.1%) 10 (0.3%) 7 (0.3%) 563 (0.4%)

目黒区 1,429 (2.1%) 252 (0.4%) 12 (0.4%) 44 (1.7%) 1,737 (1.2%)

大田区 197 (0.3%) 11 (0.0%) 10 (0.3%) 5 (0.2%) 223 (0.2%)

渋谷区 14,113 (20.3%) 14,306 (20.6%) 432 (13.1%) 519 (19.9%) 29,370 (20.3%)

杉並区 242 (0.3%) 238 (0.3%) 7 (0.2%) 30 (1.1%) 517 (0.4%)

ポート外その他 145 (0.2%) 149 (0.2%) 3 (0.1%) 23 (0.9%) 320 (0.2%)

計 69,443 (100.0%) 69,287 (100.0%) 3,288 (100.0%) 2,612 (100.0%) 144,630 (100.0%)

ポート
番号

ポート名 利用回数 構成比
ポート
番号

ポート名 利用回数 構成比

N3-01 中野四季の森公園 20,738 11.1% N1-02 鷺宮東駐輪場 3,106 1.7%

N4-02 栄町公園 18,670 10.0% N3-09 中野区役所(北側) 3,059 1.6%

N4-01 本四公園 18,115 9.7% N1-01 BeGood 野方 2,092 1.1%

N3-03 青桐公園 13,603 7.3% N2-03 野方 1丁目 1,953 1.0%

N3-04 東中野駅地下駐輪場 12,961 6.9% N2-04 野方 2丁目 1,518 0.8%

N4-04 弥生町 5丁目 12,927 6.9% N2-06 江古田 1丁目 B 1,365 0.7%

N4-03 みなみの広場 12,471 6.7% N3-08 中野区役所(西側) 1,284 0.7%

N3-05 中野坂上駅地下駐輪場 12,344 6.6% N3-10 エーエスホームズⅡ駐車場 695 0.4%

N3-07 なかの ZERO 11,492 6.2% N3-12 桃園区民活動センター 430 0.2%

N3-06 Flat Share NAKANO Campus 7,518 4.0% N1-05 大野ハイツ 205 0.1%

N2-05 野方 3丁目 7,087 3.8% N2-08 江古田区民活動センター 203 0.1%

N2-01 NTT 野方ビル 6,221 3.3% N3-11 上高田区民活動センター 169 0.1%

N3-02 すみれ公園 4,522 2.4% N1-06 大和区民活動センター 158 0.1%

N2-02 江古田 1丁目 4,259 2.3% N3-13 中部すこやか福祉センター 133 0.1%

N1-04 都立家政南駐輪場 3,650 2.0% N2-07 新井区民活動センター 107 0.1%

N1-03 鷺宮南駐輪場 3,458 1.9% N3-14 ヴィラソンサ落合 64 0.0%

区内全体 186,577 100.0%
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図 1.3 区内ポートの利用回数

凡例

10,000回

100回

2022年4月1日以降
に設置されたポート

練馬区

渋谷区

新宿区

* 「N2-02.江古田1丁目A」および「N2-06.江古田1丁目B」は、「N2-02.江古田1丁目」
の駐輪台数制限導入に併せてポート名を変更（2021年9月）

* 「N3-02すみれ公園」は令和３年８月25日の廃止までの実績
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■区内駅一覧

【本章に掲載しているデータについて】

○自転車駐車場の整備状況

令和 3年 4月 1日現在の状況

民営自転車駐車場については、区で把握している

ものに限る。

出典：中野区資料

○放置自転車台数

出典：中野区資料

○駅乗降客数

令和 3年度の乗降客数

出典：各事業者ホームページ

※JR 中央線各駅の乗降客数については、乗車人員に 2

を乗じた値を掲載

○鉄道駅流入方向別自転車利用者数

区営自転車駐車場の登録者を対象とした調査（令

和 3年 7月）結果による。

・流入…居住地から駅まで自転車を利用する方

居住地をもとに流入方向を集計

・流出…駅から目的地まで自転車を利用する方

出典：中野区資料
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（１）中野駅（ＪＲ東日本・東京メトロ）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：3箇所（4,180 台）

利用率約 94％（令和 3年度）

民営自転車駐車場：5箇所

● 区営自転車駐車場の利用者は、ＪＲ中央線より北

側からの利用者が全体の約 7割、南側からの利用

者が全体の約 3割

● 中野駅周辺は、「中野駅周辺自転車駐車場

整備計画」に基づき、自転車駐車場の規模

及び配置を定め、整備を行う

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね 300 台未満の横ばいで推移

新型コロナウイルス感染拡大状況下の令和2年度

以降は大きく減少しているものの、令和 3年度の

放置率は 4.0％で横ばい

● 自転車放置規制区域内での対策に取り組んでい

るものの、駅周辺整備に伴う自転車駐車場の廃止

や暫定移転による不便さや商店街への買物等で、

時間帯や場所により放置自転車が増加

● 中野駅周辺のまちづくりに伴い区営自転

車駐車場の暫定利用が今後も続くため、

放置自転車の一時的な増加が見込まれる

● 自転車放置規制区域内での放置自転車の

対策や利用者への啓発を引き続き実施す

る

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
2,856人
71.8％

北東方向
339人
8.5％

南西方向
295人
7.4％

南東方向
279人
7.0％

鉄道駅

利用者合計：3,976人
（流出：207人、5.2％）

自転車トリップ数区内１位（分担率2.6％）

駅乗降客数：約 33.0 万人（令和 3年度）

ＪＲ中央線

❶ 中野南自転車駐車場 有料制 屋外

❷ 中野西自転車駐車場 有料制 屋内･屋外

❸ 中野四季の森地下自転車駐車場 有料制 地下
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（２）東中野駅（ＪＲ東日本・都営地下鉄）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：3箇所（1,166 台）

利用率約 72％（令和 3年度）

民営自転車駐車場：3箇所

● 区営自転車駐車場の利用者は、環状六号線より西

側からの利用者が全体の約 75％、東側からの利用

者が全体の 15％

● これまで東中野駅前広場自転車駐車場

整備計画に基づき自転車駐車場を整備

してきたことから、駅周辺の自転車の

駐車需要を満たしており、新たな整備

計画は策定しない

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね 50 台未満の横ばいで推移

令和 3年度の放置率は 2.6％で横ばい

● 自転車の放置は主に駅北側と駅南側の東口と西口

付近に集中しており、歩行者等の通行に支障をき

たすこともある

● 規制区域の南側外縁部にバス・駅利用者による放

置自転車が多い場所がある

● 当面は主に整理・指導・警告及び即時

撤去などの放置自転車対策に重点をお

いた施策を進める

● 規制区域の南側の外縁部において放置

自転車が集積している場所があること

から、規制区域の範囲の見直しを含め

た対策を検討する

駅乗降客数：約 8.6 万人（令和 3年度）

ＪＲ中央線

都
営
地
下
鉄
大
江
戸
線

東京メ
トロ東

西線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
636人
57.6％

北東方向
126人
11.4％

南西方向
185人
16.7％

南東方向
88人
8.0％

鉄道駅

利用者合計：1,105人
（流出：70人、6.3％）

❶ 東中野駅（地下）自転車駐車場 有料制 地下

❷ 東中野駅前広場地下自転車駐車場 有料制 地下

❸ 東中野東自転車等駐車整理区画 整理区画 屋外
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（３）鷺ノ宮駅（西武鉄道）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：3箇所（1,086 台）

利用率約 51％（令和 3年度）

（鷺宮北自転車駐車場は 94％で満車に近い）

民営自転車駐車場：6箇所

● 区営自転車駐車場の利用者は、西武新宿線の北側

からの利用者が約 46％、南側からの利用者も約

43％とほぼ同じ

● 駅北側は慢性的な収容台数不足のた

め、駐車台数に余裕のある駅南側の自

転車駐車場への利用誘導と、新たな自

転車駐車場の整備に向けた検討を行う

● 西武新宿線の野方駅～鷺ノ宮駅間は連

続立体交差事業の候補区間であり、今

後は、西武新宿線沿線まちづくり整備

計画の検討などの動向を踏まえ、自転

車駐車場の設置について協議する

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね 50 台未満の横ばいで推移

令和 3年度の放置率は 2.0％で減少傾向

● 自転車の放置は主に駅北側に集中しており、南北

を通る中杉通りは歩道が狭く、駅への通勤客と商

店街の放置自転車が多く、歩行者等の通行に支障

をきたすこともある

● 近年の自転車利用者の増加に加え、歩

道や道路が狭い場所では、自転車の放

置が依然として通行の障害になってい

るため、放置防止の指導と放置自転車

の撤去の強化を行う

自転車トリップ数区内 2位（分担率 6％）

駅乗降客数：約 2.6 万人（令和 3年度）

西武池袋線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
195人
26.5％

北東方向
147人
20.0％

南西方向
203人
27.6％

南東方向
108人
14.7％

鉄道駅

利用者合計：736人
（流出：83人、11.3％）

❶ 鷺宮北自転車駐車場 有料制 屋外

❷ 鷺宮東自転車駐車場 有料制 屋外

❸ 鷺宮南自転車駐車場 有料制 屋外
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（４）都立家政駅（西武鉄道）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：2箇所（637 台）

利用率約 44％（令和 3年度）

民営自転車駐車場：2箇所

● 区営自転車駐車場の利用者は、西武新宿線の北側

からの利用者が約 70％以上、南側からの利用者

は約 20％

● 現状では自転車駐車場の収容台数は充足してい

るが、都立家政駅北自転車駐車場は民有地を賃

借した暫定施設であるため、恒久的な自転車駐

車場の確保が必要

● 駅北側は慢性的な収容台数不足のため、

駐車台数に余裕のある駅南側の自転車

駐車場への利用誘導と、新たな自転車駐

車場の整備に向けた検討を行う

● 西武新宿線の野方駅～鷺ノ宮駅間は連

続立体交差事業の候補区間であり、今後

は、西武新宿線沿線まちづくり整備計画

の検討などの動向を踏まえ、自転車駐車

場の設置について協議する

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね 30 台未満の横ばいで推移

令和 3年度の放置率は 5.5％で横ばい

● 放置自転車は、駅南北出入り口の道路付近に集

積する場所がある

● また、駅前は南北に商店街があり、ここに放置自

転車が集積し、人や車の安全な通行に支障をき

たすこともある

● 放置自転車は近年増加しており、今後も

引き続き自転車駐車場案内や放置防止

整理・指導・警告及び即時撤去を継続す

る

駅乗降客数：約 1.5 万人（令和 3年度）

西武池袋線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
63人
17.6％

北東方向
188人
52.5％

南西方向
69人
19.3％

南東方向
23人
6.4％

鉄道駅

利用者合計：358人
（流出：15人、4.2％）

❶ 都立家政北自転車駐車場 有料制 屋外

❷ 都立家政南自転車駐車場 有料制 屋外
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（５）野方駅（西武鉄道）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：4箇所（970 台）

利用率約 66％（令和 3年度）

民営自転車駐車場：1箇所

● 区営自転車駐車場の利用者は、西武新宿線の北側か

らの利用者が約 60％以上を占め、南側からの利用者

は約 30％

● 北側に自転車駐車場利用ニーズがあるが、区営自転

車駐車場は南側に主に配置されており、利用ニーズ

と配置に乖離がある

● 現状では自転車駐車場の必要な収容

台数は満たすが、自転車駐車場が駅

から離れた場所にある状況や踏切が

あることなどを考慮し、今後行われ

る立体交差事業及び駅周辺地区整備

に伴う駅周辺のまちづくりの中に、

利用動線の方向性や駅からの距離な

どを考慮した箇所への再配置を盛り

込み、実現していく

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね減少傾向で推移

令和 3年度の放置率は 7.7％で横ばい

● 西武新宿線南側の駅から近い商店街周辺に、放置自

転車が集積する場所が存在

● この商店街は道路幅が狭い一方通行道路であり、放

置自転車が集積し、人や車の安全な通行に支障をき

たすこともある

● 現在行っている自転車駐車場利用案

内、放置防止指導・警告及び撤去を強

化する

● また、今後行われる西武新宿線沿線

まちづくり整備に伴い、駅周辺以外

の道路に放置自転車が点在すること

が予測されるため、実態を踏まえた

事業の効率的な対策を検討する

駅乗降客数：約 2.0 万人（令和 3年度）

西武池袋線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
188人
35.5％

北東方向
111人
20.9％

南西方向
89人
16.8％

南東方向
67人
12.6％

鉄道駅

利用者合計：530人
（流出：75人、14.2％）

❶ 野方東自転車等駐車整理区画(北) 整理区画 屋外

❷ 野方東自転車等駐車整理区画(南) 整理区画 屋外

❸ 野方第一自転車駐車場 有料制 屋外

❹ 野方第二自転車駐車場 有料制 屋外



資料編２ 駅別の状況

61

（６）沼袋駅（西武鉄道）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：3箇所（737 台）

利用率約 73％（令和 3年度）

民営自転車駐車場：1箇所

● 区営自転車駐車場の利用者は、西武新宿線の北側か

らの利用者が約 70％以上を占め、南側からの利用者

は約 10％

● 現状では自転車駐車場の収容台数は

充足しているが、今後行われる駅周

辺地区整備に伴う駅周辺のまちづく

りの中に、利用動線の方向性や駅か

らの距離などを考慮した箇所への再

配置を盛り込み、実現していく

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：減少傾向で推移していたが令和 3

年度は増加

令和 3年度の放置率は 13.6％で増加傾向

● 沼袋地下自転車駐車場の西側の駅前に、放置自転車

が集積

● この商店街は附置義務制定以前に建てられた建築

物が多い

● 自転車駐車場が設置されていないため、平和公園通

りを中心に比較的狭い駅周辺の通りへ午後から夕

方にかけて買物客の放置自転車が集積し、人や車の

安全な通行に支障をきたすこともある

● 今後の駅周辺整備に伴い、駅周辺の

工事箇所付近の道路に放置自転車が

点在することが予測されるため、自

転車の放置の時間・場所等の実態を

踏まえ、放置防止指導の範囲や時間

帯、撤去の回数と時間などの効率的

な対策を検討する

● 買い物客による短時間の放置自転車

も多いことから、今後は地元商店街

等と連携して対策を検討する

駅乗降客数：約 1.6 万人（令和 3年度）

西武池
袋線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
174人
37.7％

北東方向
1707人
36.8％

南西方向
47人
10.2％

南東方向
15人
3.2％

鉄道駅

利用者合計：462人
（流出：56人、12.1％）

❶ 沼袋南自転車等駐車整理区画 整理区画 屋外

❷ 沼袋第一自転車駐車場 有料制 屋外

❸ 沼袋地下自転車駐車場 有料制 地下
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（７）新井薬師前駅（西武鉄道）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：2箇所（300 台）

利用率約 54％（令和 3年度）

民営自転車駐車場：2箇所

● 区営自転車駐車場の利用者は、西武新宿線の北側

からの利用者が約 50％、南側からの利用者は約

30％

● 自転車駐車場の収容台数は充足しているが、区営

自転車駐車場はいずれも民有地を賃借した暫定施

設であるため、恒久的な自転車駐車場の確保が必

要

● 今後行われる西武新宿線沿線の立体交

差事業及び駅周辺地区整備に伴う駅周

辺のまちづくりの中に、利用動線の方

向性や駅からの距離などを考慮した場

所への再配置を盛り込み、実現してい

く

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね 50 台未満の横ばいで推移

令和 3年度の放置率は 13.3％で増加傾向

● 西武新宿線の南側の駅前に、放置自転車が集積す

る場所があり、人や車の安全な通行に支障をきた

すこともある

● 今後の駅周辺整備に伴い、駅周辺の工

事箇所付近の道路に放置自転車が点在

することが予測されるため、自転車の

放置の時間・場所等の実態を踏まえ、

放置防止指導の範囲や時間帯、撤去の

回数と時間などの効率的な対策を検討

する

駅乗降客数：約 1.7 万人（令和 3年度）

西武池袋線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
69人
35.2％

北東方向
42人
21.4％

南西方向
13人
6.6％

南東方向
41人
20.9％

鉄道駅

利用者合計：196人
（流出：31人、15.8％）

❶ 新井薬師北自転車駐車場 有料制 屋外

❷ 新井薬師南自転車駐車場 有料制 屋外



資料編２ 駅別の状況

63

（８）富士見台駅（西武鉄道） 【練馬区】

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 練馬区営自転車駐車場：2箇所

民営自転車駐車場：4箇所（うち 1箇所は中野区内）

（中野区営の自転車駐車場は設置なし）

● 駅への乗り入れ台数や放置台数等を引

き続き検証する

● 富士見台駅周辺に整備されている練馬

区営自転車駐車場 2箇所の利用率や、4

箇所の民営自転車駐車場（うち 1 箇所

は中野区内）があることなどを鑑み、

現段階では中野区において自転車駐車

場の整備計画はない

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数（中野区域）：概ね 20 台未満で

減少傾向

令和 3年度の放置率は 8.5％で減少傾向

● 放置防止指導及び放置自転車の撤去を実施してい

るが、中野区の自転車放置規制区域内の放置自転

車は比較的少ない

● 引き続き、現状の放置防止指導及び撤

去を継続する

駅乗降客数：約 2.3 万人（令和 3年度）

西
武
池袋
線
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（９）中野坂上駅（東京メトロ・都営地下鉄）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：1箇所（1,040 台）

利用率約 31％（令和 3年度）

民営自転車駐車場：3箇所

● 区営自転車駐車場の利用者は、青梅街道の北側か

らの利用者が全体の約 60％、南側からの利用者

が全体の約 20％

● 現状では自転車駐車場の収容台数は充

足しているが、利用者の実態に合わせ平

置きスペースの増設等を検討する

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね 50 台以下の横ばいで推移

令和 3年度の放置率は 9.2％で増加傾向

● 近年増加した放置自転車に対する自転車駐車場

案内、放置自転車整理、放置防止指導及び即時撤

去を実施

● 環状六号線と青梅街道の交差点付近の歩道を中

心に、駅や周辺店舗等の利用者によるものと思

われる自転車の放置が増加

● 放置規制区域の南側の外縁部に、店舗の買い物

客と通勤者による放置自転車が多い場所がある

● 自転車の放置は年々減少傾向にあった

が直近では増加に転じているため、引き

続き自転車駐車場案内、放置自転車整

理、放置防止指導及び即時撤去を行う

● 規制区域の南側の外縁部において放置

自転車が集積している場所があること

から、規制区域の範囲の見直しを含めた

対策を検討する

駅乗降客数：約 9.2 万人（令和 3年度）

東京メトロ丸ノ内線

都
営
地
下
鉄
大
江
戸
線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
258人
44.6％

北東方向
107人
18.5％

南西方向
126人
21.8％

南東方向
20人
3.5％

鉄道駅

利用者合計：578人
（流出：67人、11.6％）

❶ 中野坂上駅（地下）自転車駐車場 有料制 地下
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（１０）新中野駅（東京メトロ）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場は駅周辺 2箇所（490 台）

利用率約 33％（令和 3 年

度）

民営自転車駐車場：なし

● 区営自転車駐車場の利用者は、青梅街道の北側

からの利用者が全体の約 30％、南側からの利

用者が全体の約 70％

● 現状では自転車駐車場の必要台数は満た

しているが、鍋横自転車駐車場は区有施設

建設予定地を使用しての暫定施設である

ため、恒久的な自転車駐車場の整備を検討

する

● 杉山公園地下は利用率が 10％台に低下し

ているため、料金改定を検討する

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね 80 台未満で減少傾向

令和 3年度の放置率は 27.2％で増加傾向

● 青梅街道を挟んで南北の商店街の前に放置自

転車が集積し、歩行者の安全な通行に支障をき

たすことがある場所がある

● また規制区域外西側のバス停付近には、バス・

駅利用者による放置自転車が多い場所がある

● 放置台数は減少傾向にあるが、午後以降に

自転車の放置台数は多いため、他の駅と比

較しても放置率が高く、自転車駐車場が商

店街から離れた場所にある状況なども考

慮し、今後も引き続き放置防止指導員によ

る自転車駐車場への誘導を行い、自転車の

放置が集中する時間帯の重点的な対策を

検討する

駅乗降客数：約 2.8 万人（令和 3年度）

東京メトロ丸ノ内線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
94人
20.6％

北東方向
83人
18.2％

南西方向
144人
31.6％

南東方向
109人
23.9％

鉄道駅

利用者合計：456人
（流出：26人、5.7％）

❶ 鍋横自転車駐車場 有料制 屋外

❷ 杉山公園地下自転車駐車場 有料制 地下
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（１１）中野新橋駅（東京メトロ）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場は駅周辺 1箇所（250 台）

利用率約 62％（令和 3年度）

民営自転車駐車場：なし

● 区営自転車駐車場の利用者は、駅出入口前を東西

に走る区道の北側からの利用者が全体の約 30％、

南側からの利用者が全体の約 70％

● 駅利用者と商店街への買い物客による乗り入れが

多く、また、敷地内に自転車の駐車スペースが無

い共同住宅が多い

● 現状では自転車駐車場の必要台数は満

たしおり、需要予測は従来と変わらな

いため新たな整備は行わない

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね 70 台未満で減少傾向

令和 3年度度の放置率は 21.0％

● 中野新橋駅を中心に、ショッピングロード中新通

りに放置自転車が多く集積し、人の通行に支障を

きたすこともある

● 放置台数の推移は減少傾向にあり、引

き続き放置防止指導及び即時撤去、自

転車駐車場利用案内を行う

● 駅周辺の商店前など、放置自転車が集

積する特定の場所については、重点的

に対策を行う

駅乗降客数：約 1.7 万人（令和 3年度）

東京メ
トロ丸

ノ内線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
32人
14.5％

北東方向
14人
6.4％

南西方向
93人
42.3％

南東方向
58人
26.4％

鉄道駅

利用者合計：220人
（流出：23人、10.5％）

❶ 中野新橋駅自転車駐車場 有料制 屋外
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（１２）中野富士見町駅（東京メトロ）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：1箇所（90 台）

杉並区営自転車駐車場：1箇所

民営自転車駐車場：なし

● 区営自転車駐車場の利用者は、本郷通りの北側

からの利用者はほとんどなく、南側からの利用

者が全体の約 90％を占める

● 隣接の杉並区も駐車スペースを設けているが、

ほぼ満車状態である

● 放置率は約 5％で横ばいだが、自転車駐車

場の需要は大きいため、杉並区の自転車駐

車場の整備状況を勘案しながら、新たな自

転車駐車場の設置を検討する

● 先着順である登録利用募集では、受付開始

から数時間以内に満車になるという現状

があり、受付方法や料金を含めて運営の見

直しを行う

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：10 台未満で比較的少なく推

移

令和 3年度の放置率は 6.3％（3 台）

● 駅周辺の規制区域内では、自転車の放置台

数は大きな変動がなく、少ない状態を保っ

ており、引き続き放置自転車の整理・指

導・警告・即時撤去を継続して実施する

駅乗降客数：約 1.6 万人（令和 3年度）

東京メト
ロ丸ノ内

線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
8人
9.3％

北東方向
3人
3.5％

南西方向
67人
77.9％

南東方向
8人
9.3％

鉄道駅

利用者合計：86人
（流出：0人、0.0％）

❶ 中野富士見町自転車駐車場 登録制 屋外
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（１３）落合駅（東京メトロ）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：1箇所（160 台）

● 新宿区営自転車駐車場：1箇所（路上に 5区画）

民営自転車駐車場：なし

● 区営自転車駐車場の利用者は、早稲田通りの北側

からの利用者が全体の約 70％、南側からの利用者

が全体の約20％であり、南側居住者の多くは JR中

央線東中野駅方面へ流れていると推測される

● 隣接の新宿区も駐車スペースを設けているが、ほ

ぼ満車状態で駅周辺の自転車駐車場はやや不足

● 落合自転車等駐車整理区画（約 100 台分）が、早

稲田通り（補助第 74 号線）の拡幅予定地となって

いる

● 現在の自転車駐車場の一部は、都道予

定地を貸借し設置した暫定施設である

ため、恒久的な自転車駐車場の整備を

検討する

● 自転車駐車場の需要は大きいため、新

宿区の自転車駐車場の整備状況を勘案

しながら新たな自転車駐車場の設置を

検討する

● 先着順である登録利用募集では、受付

開始から数時間以内に満車になるとい

う現状があり、受付方法や料金を含め

て運営の見直しを行う

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね 10 台未満で推移

令和 3年度の放置率は 0.7％（1 台）

● 駅出入口東側付近と西側付近の歩道部分に駅利用

者の自転車の放置と、環状六号線の歩道部分に店

舗の利用客による短時間の自転車の放置がある

● 駅周辺の規制区域内では、自転車の放

置台数は少ないものの、短時間の放置

はみられるため、引き続き自転車駐車

場利用案内及び放置防止指導・警告・

即時撤去を継続して実施する

駅乗降客数：約 2.1 万人（令和 3年度）

東京メトロ東西線

都
営
地
下
鉄
大
江
戸
線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
130人
64.0％

北東方向
6人
3.0％

南西方向
37人
18.2％

南東方向
16人
7.9％

鉄道駅

利用者合計：203人
（流出：14人、6.9％）

❶ 落合駅自転車等駐車整理区画 整理区画 屋外
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（１４）新江古田駅（都営地下鉄）

現状と課題 今後の取り組みの方向性

自

転

車

駐

車

場

● 区営自転車駐車場：1箇所（300 台）

練馬区営自転車駐車場：1箇所

民営自転車駐車場：なし

● 区営自転車駐車場の利用者は、目白通り北側から

の利用者が全体の約 20％、南側からの利用者が全

体の約 80％

● 隣接の練馬区も駐車スペースを設けているが、ほ

ぼ満車状態である

● 現在の自転車駐車場は民有地を賃借し

た暫定施設であるため、恒久的な自転

車駐車場の整備を検討する

● 自転車駐車場の需要は大きいため、練

馬区の自転車駐車場の整備状況を勘案

しながら新たな自転車駐車場の設置や

料金を含めて運営の見直しを行う

放

置

自

転

車

● 放置自転車台数：概ね 40 台未満で減少傾向

令和 3年度の放置率は 7.8％

● 駅、バス利用者、及び近隣店舗の買い物客等によ

る駅周辺の自転車の放置がみられる

● 放置台数が増加傾向にあるため、自転車の放置状

況を把握しながら放置防止指導・警告・即時撤去

を強化し実施する

● 放置台数が増加傾向にあるため、自転

車の放置状況を把握しながら放置防止

指導・警告・即時撤去を強化し実施す

る

駅乗降客数：約 2.4 万人（令和 3年度）

都営地下鉄大江戸線

鉄道駅流入方向別
自転車利用者数 (R3)

北西方向
5人
1.6％

北東方向
18人
5.7％

南西方向
118人
37.2％

南東方向
170人
53.6％

鉄道駅

利用者合計：317人
（流出：6人、1.9％）

❶ 新江古田自転車駐車場 登録制 屋外
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３-１ 自転車ネットワークの形成

（１）自転車ネットワークの考え方について

本編第 4章の実施施策で示した「施策③ 自転車ネットワークの形成に向けた自転車通行空

間の整備」の実現に向けて、本区における自転車通行空間整備の基本的な考え方を示すとと

もに、ネットワーク路線を選定し整備の推進を図るものです。

（２）自転車通行空間に関する現状と課題

上位・関連計画や自転車を取り巻く社会情勢、区民の意向（アンケート調査）等を踏まえ

て、自転車通行空間に関する現状と課題を改めて整理した結果を以下に示します。

◇ 自転車通行空間の計画的な整備

● 国の見据える自転車利用環境整備との整合

● 都、隣接区の自転車ネットワーク計画との整合

● まちづくり等と連動、整備との整合

◇ 自転車関与事故への対応

● 交通人身事故における自転車関与率が高く、区内の交通事故の半数以上を占め

ている（令和 3年度）

◇ 自転車を取り巻く環境への対応

● 多様化する自転車利用目的への対応

● 新型コロナウイルス感染症の影響による自転車利用の変化

● シェアサイクルの利便性向上

◇ 自転車利用に関する意向（アンケート調査）への対応

● 危険を感じる場所は駅付近が多い

● 自転車によるスピードの出しすぎや歩道通行を危険に感じる人が多い

【現状と課題】
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（３）自転車ネットワークの考え方

自転車通行空間に関する現状と課題に基づき、基本的な考え方を定めるとともに、自転車

ネットワークの形成イメージを以下に示します。

区民の日常生活を支援するため、主要施設などへのアクセス性を向上させる自転車ネ

ットワーク、また、都市計画道路等とも連続性のある自転車ネットワークを形成します。

歩行者・自転車・自動車がともに安全で快適に道路などを通行できる環境を確保する

ため、車道部に自転車通行空間を整備します。

図 3.1 自転車ネットワーク形成のイメージ

考え方１ 区民の日常生活を支援する自転車ネットワークの形成

考え方２ 歩行者･自転車･自動車がともに安全で快適に通行できる環境の整備

主要ネットワーク

広都市間及び鉄道駅等を結び、主に

広域的なアクセスに使用

補助ネットワーク

主要ネットワークの補完及び区内

主要施設のアクセスに使用

スポーツ施設

公園
区役所

駅

公園

住宅地

目的地周辺までスムーズに

狭い道路から広い道路へ

近隣区へのアクセスに

自転車通行空間が整備されている道路で安全に



資料編３ 自転車ネットワークの考え方

72

前述の考え方に基づいて、以下の手順で検討を行います。

路線選定

ネットワーク構成の検証

ネットワーク体系の決定

整備形態の選定

【連続性】①広域的なつながりと各まちづくり事業との連携

【アクセス性】 ②主要施設周辺へのアクセス

【安全性】 ③自転車関与事故による抽出

① 連続性の観点から、補足すべき路線を抽出

② 隣接区のネットワーク路線との整合

① 安全・安心に通行できる車道を基本とした構造

② 地域の特性に合わせた整備形態の選定

③ 車道をスムーズ、安全に通行できる環境整備
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３-２ 自転車ネットワーク路線の選定

（１）路線選定方針に基づくネットワークの選定

① 広域的なつながりと各まちづくり事業との連携

基幹的な自転車ネットワークの観点から、交通の骨格として、広域的な道路ネットワーク

を形成している都道及び都市計画道路を対象とします。また、地区計画において、交通の集

散機能を担い、地区の骨格となる地区集散道路も対象とします。

・都道

・都市計画道路

・地区計画地内の地区集散道路

図 3.2 都道・都市計画道路・地区集散道路

対象

凡例
都道

都市計画道路
事業中
完成
計画決定

地区計画
計画区域
地区集散道路

自転車通行空間整備済み区間
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② 主要施設（駅・公共施設・公園等）周辺へのアクセス

自転車利用状況の観点から、区内主要施設周辺にアクセスするための路線を対象とします。

・駅周辺（自転車駐車場）へのアクセス路線

・主要公共施設（区役所・区民活動センター・公園等）へのアクセス路線

図 3.3 主要施設の分布

対象

上鷺宮区民活動センタ

ーへのアクセス機能
江古田区民活動センタ
ー、江古田の森公園への
アクセス機能

新井薬師前駅や上高田区
民活動センター、上高田運
動施設へのアクセス機能

中野新橋駅や弥生区民活
動センター、本二東郷やす
らぎ公園へのアクセス機能
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③ 危険箇所の対応・措置

安全確保の観点から、自転車事故関与事故の発生密度分布及び区民が自転車利用で危険に

感じる箇所を対象とします。

・自転車関与事故の発生件数が多い（概ね１km で５件以上）路線

・区民アンケートによる危険を感じる箇所

図 3.4 中野区の自転車事故の発生箇所

対象

凡例
■ 自転車事故の発生箇所(2021 年)

事故の多い路線（概ね5件/km以上）

自転車通行空間整備済み区間
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（２）適正な自転車ネットワーク構成の検証

①～③の条件をもとに自転車ネットワークを形成した場合において、適正な網間隔（概ね

500ｍ間隔）の確保と隣接区とのネットワークの連続性の観点から、補足すべき路線を抽出し

ます。

図 3.5 ①～③の条件をもとにした自転車ネットワーク案

新宿区ネットワーク路
線の連続性と五中つつ
じ通りとのネットワーク

網間隔の確保・ネットワ
ーク路線の連続性

ネットワーク路線の連続性
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３-３ 自転車ネットワーク体系

（１）自転車ネットワークの機能分類

自転車ネットワークは、路線が持つ役割により、以下のネットワークに分類します。

上記の他に、都市計画マスタープランにおいて、水とみどりの親水軸に位置付けられてい

る河川沿道について、一部、良好な自転車通行空間として利用することも検討します。

（２）自転車ネットワーク

これまでの検討を踏まえ、設定した自転車ネットワークを次図に示します。

.

図 3.6 自転車ネットワーク図

区分 役割 配置

主要ネットワーク
都市間及び鉄道駅等を結び、主に広域的

なアクセスに使用

道路幅員や網密度を考慮し、

主要な都道・都計道を選定

補助ネットワーク
主要ネットワークの補完及び区内主要施

設のアクセスに使用
上記以外

凡例
主要ネットワーク
（自転車通行空間整備済み区間）

補助ネットワーク
（自転車通行空間整備済み区間）

自転車駐車場（区営）
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３-４ 整備形態の選定

（１）整備形態選定の考え方

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」

（平成 28年 7 月、国土交通省道路局・警察庁交通局）

（以下、「ガイドライン」という。）では、自動車の規

制速度と、１日の自動車交通量を勘案し、整備形態を

選定するしくみが示されています。本区においても、

基本的にはガイドラインに示されている基準等に基

づいて整備を行うこととします。

（２）整備形態選定フロー

前項の基本認識をもとに、規制速度と自動車交通量から自転車通行空間の整備形態の選定

フローを以下に示すように設定します。

図 3.8 自転車通行空間の整備手法選定フロー

● 上記フローで選定された整備形態を基本的には完成とします。

● 最終的な整備形態については、路線ごと関係者との調整のうえ決定をします。

● 自転車ネットワーク路線に該当しない路線においても空間整備が必要となった場合、上

記フローを参考に整備手法を選定します。

4,000
台/日

40
km/h

50
km/h

タイプ３
自転車ナビライン
(矢羽根型路面標示など)

タイプ２
自転車専用通行帯
(車道左側の塗り分け)

タイプ１
自転車道
(完全分離)

(規制速度)

(

自
動
車
台
数)

図 3.7 ガイドラインに示されて

いる整備手法
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（３）各整備形態の概要

① 自転車道

＜位置付け＞
● 縁石線や柵などの工作物により構造的に分離された道路であり、自転車道が設置された

道路では、自転車は自転車道を通行することが原則となります。

● これまで、区内における整備事例はありません。

＜整備イメージ＞

② 自転車専用通行帯

＜位置付け＞
● 道路標示によって示される普通自転車が通行すべき部分であり、自転車は自転車通行帯

を通行することが原則となります。

※道路構造令上では、車道として扱われる。

歩道 自転車道 車道 自転車道 歩道
路
肩

路
肩 歩道 自転車道 車道 歩道

路
肩

路
肩

図 3.9 自転車道（一方通行） 図 3.10 自転車道（双方向通行）

道路構造令第 2条第 1 項第 2号に規定される、専ら自転車の通行の用に供するために、縁

石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

なお道路交通法上も、自転車道として扱われる。

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

道路交通法第 20 条第 2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通

自転車が通行しなければならない車両通行帯として指定された車両通行帯をいう。

出典：「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
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＜整備イメージ＞

③ 車道混在

＜位置付け＞
● 法的な位置づけはありませんが、自転車安全利用五則でも示されている「自転車は、車道

が原則」、「車道は左側を通行」のために、自転車の通行位置を示し、自動車に注意喚起を

するものです。

＜整備イメージ＞

歩道
自転車専用
通行帯 車道

自転車専用
通行帯 歩道

図 3.11 自転車専用通行帯 図 3.12 区内の整備事例(早稲田通り)

歩道 車道 歩道

図 3.13 車道混在（歩道あり） 図 3.14 区内の整備事例(早稲田通り)

必要に応じて、自転車の通行位置を示し、自動車に自転車が車道内で混在することを注意

喚起するための矢羽根型路面表示、自転車のピクトグラムを設置するものとする。

出典：「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
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３-５ 整備形態の基本構造
各整備形態の基本的な構造を以下に示します。なお、基本構造は原則としてガイドライン

に示されている事項に準拠するものとし、本計画に掲載していない事項については、必要に

応じてガイドラインを参照することとします。

（１）単路部における整備形態

① 自転車道

＜整備概要＞
● 自転車道の幅員は 2m 以上（やむを得ない場合は 1.5m 以上）とし、当該道路の自転車の

交通量を考慮して決定します。

● 車道の両側に自転車道を整備し一方通行とする場合と、道路の片側に自転車道を整備し

双方向通行とする場合がありますが、双方向通行の場合は、自動車と逆方向に通行する

自転車の出会い頭事故の危険性、交差点内での自転車同士の交錯の危険性、単路部にお

ける快適性の確保などの課題があることから、原則として一方通行の自転車道とします。

● 必要に応じて、一方通行化に伴い発生する迂回等の実態に応じた対応策についても検討

します。

＜道路標識・路面標示＞
● 自転車道を示す道路標識識「自転車専用

（325 の 2）」を設置し、一方通行の場合

には、「自転車一方通行（326 の 2-A･B）」

を合わせて設置します。また、始点標識

には補助標識「始まり（505-A･B）」、終点

標識には「終わり（507-A･B･C）」を付置

します。

● 自転車の通行方向を道路利用者に明確

に示すため、自転車ナビマークを設置します。合わせて、カラー舗装または自転車ナビラ

インを設置します。

自転車専用
（325 の 2）

自転車一方通行
（326 の 2-A･B）

始まり(505-B)

終わり(507-B)

図 3.15 自転車道に関連する道路標識
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＜分離工作物＞
● 自転車道と車道や歩道の間に設ける分離工作物については、相互に存在が認識できるよ

う視認性に配慮して、縁石を設置することを基本とします。

● 柵等の分離工作物は、自転車道の幅員を狭く感じさせ、自転車に圧迫感を与えることや、

すれ違いや追い越し時等に接触の危険性があることからできる限り設置しないものとし

ます。ただし、自動車の路外への逸脱による人的被害の防止や歩行者の横断を抑制する

必要がある区間では、車両用防護柵や横断防止柵を設置します。

自転車
ナビマーク

自転車
ナビライン

図 3.16 自転車ナビマーク

・自転車ナビライン
出典：警視庁ホームページ

図 3.17 自転車ナビライン（矢羽根型路面表示）の

標準仕様（案）
出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
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② 自転車専用通行帯

＜整備内容＞
● 自転車専用通行帯の幅員は 1.5m 以上（やむを得ない場合は 1m 以上）とします。

＜道路標識・路面標示＞
● 自転車専用通行帯を示す道路標識「専用

通行帯（327 の 4（オーバー・ハング方

式等の場合）または 327 の 4 の 2）を設

置します。また、始点標識には補助標識

「始まり（505-A･B）」、終点標識には「終

わり（507-A･B･C）」を付置します。

● 道路標示「車両通行帯（109）」道路標示「専用通行帯（109 の 6）」を設置します。

● 法令上は道路標示があれば道路標識は必須ではありませんが、併設を推進します。

図 3.19 自転車専用通行帯に関連する路面標示

＜その他＞
● 補助標識「自転車除く」が設置してある一方通行道路では、自動車の一方通行と逆方向に

ついては自転車専用通行帯の規制を行うことはできため、自動車の一方通行とは逆方向

の車道上に、自転車専用通行帯に準じた自転車通行空間の幅員の確保及び後述の車道混

在の路面標示を行います。

図 3.20 一方通行道路に自転車専用通行帯を設置する場合

カラー舗装
(通行帯の幅全部)

カラー舗装
(通行帯の幅一部)

車両通行帯
（109 の 6）

車両通行帯
（109）

歩道
自転車専用
通行帯 車道

路肩等
歩道

専用通行帯
（327 の 4 の 2）

始まり(505-B)

終わり(507-B)

図 3.18 自転車専用通行帯に関連する道路標識

専用通行帯
（327 の 4）
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③ 車道混在

＜整備内容＞
● 自転車専用の通行空間ではなく、車道上に設置するものです。

● 歩道のある道路だけでなく、歩道が整備されていない道路にも整備を行います。

＜道路標識・路面標示＞
● 図 5.16 及び図 5.17 で示した自転車ナビマーク及び自転車ナビラインにより、自転車の

通行位置を示し、自動車に自転車が車道内で混在することを注意喚起します。

● 利用者が交通規制のある自転車専用通行帯と混同することを防ぐため、帯状路面表示に

ついては使用しません。

● 自転車ナビラインで示す自転車通行空間としての舗装部分の幅員は、側溝の蓋部分を除

いて 1m 以上確保することを目安とします。

● 歩道のない道路において、路側帯は自転車の通行が可能ですが、主として歩行者の通行

空間となります。安全確保の観点等からやむを得ず路側帯内に自転車ナビマーク及び自

転車ナビラインを設置する場合には、路側帯内に歩行空間であることを示すピクトグラ

ム等を設置します。

● 道路標識については、特に定めはありませんが、必要に応じて注意喚起の看板等の設置

を検討します。

図 3.21 歩道及び路肩・停車帯の有無による整備例

■歩道あり（路肩･停車帯内） ■歩道あり（車線内） ■歩道なし（車線内）

歩道
路肩･
停車帯 車道 歩道 車道 路側帯 車道
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（１）交差点部における整備形態

① 基本的な考え方（ガイドラインより抜粋）

１ 分離形態の連続性

・歩行者、自転車、自動車の適切な分離、共存を図るため、交差点部の分離形態について、

前後の自転車通行空間と同様の形態をできる限り連続的に確保します。

・自転車ネットワーク形成のいずれの段階においても、ネットワーク端部の交差点部にお

いて、突然通行空間を打ち切ったり、安易に自転車通行空間を歩道通行へ誘導したりす

るのではなく、交差点部を超えたところまで路面表示を設置する等適切な交差点処理を

行います。

２ 通行空間の直線的な接続

・自転車の安全性、快適性を向上させるため、自転車動線の直進性を重視し、一方通行の

自転車道、自転車専用通行帯のいずれの場合も、自動車と同じ方向に通行する自転車の

交差点部における自転車通行空間は、直線的に接続します。

３ 交差点内の通行方向の明確化

・交差点における自転車の安全な通行を促すとともに、自動車利用者等に自転車動線を知

らせるため、自転車の通行位置及び通行方向を明確化する路面表示を設置します。

・規模の小さな交差点においては、自転車通行空間に応じた通行方向とすることを基本と

し、一方通行の自転車道や自転車専用通行帯では通行方向を明確化する路面表示を設置

します。

４ 左折巻き込みに対する安全対策

・左折巻き込み事故を防止するため、自転車専用信号の設置により自動車とは別の信号制

御を行うことを検討します。

・自転車専用通行帯の場合には、自動車の進路変更禁止規制を実施して自転車と自動車を

分離するものとし、自転車の停止位置を自動車よりも前出しすることを検討します。

・左折巻き込み事故の防止対策として、自転車専用通行帯の交通規制を解除した車道左側

部の車線内に自転車の通行位置を明確化した路面表示等を設置した上で、自転車と左折

する自動車を混在させて一列で通行させることも検討します。

５ 二段階右折時の滞留スペースの確保

・交差点内の通行方法の明確化のために設置した路面表示と歩車道境界の縁石で囲まれた

範囲は、自転車が二段階右折する際の交差点内での滞留スペースとなることを周知しま

す。

・必要に応じて、歩道を切り込むことにより、交差点内に二段階右折時の自転車の滞留ス

ペースを確保するものとします。
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② 交差点部における整備形態の共通事項

交差点の形態は、主道路と従道路の整備形態により分類されます。さらに、自転車道また

は自転車専用通行帯の確保が可能な場合、左折巻き込み事故を防止するため、以下の手法に

分類されます。どの手法を採用するのかについては、個別の状況を勘案し決定するものとし

ます。

交差点部における路面標示は自転車ナビラインのみとし、自転車ナビマークの設置は行い

ません。また、自転車ナビラインは単路部よりも表示間隔を密にし、存在を明確に示します。

ただし、自転車に停止線を遵守させ、横断歩道上の歩行者を優先するため、流入側において

は、停止線から横断歩道に掛かる部分には設置しないものとし、流出側においては、横断歩

道に掛かる部分は設置しないものとします。

図 3.22 交差点部の整備例

分類 手法 問題等

a.左折自動車

のみ混在の

場合

交差点手前約30ｍ程度で自転車道または

自転車専用通行帯を打ち切り、車道左側

部の車線幅員を拡げ、路面表示により自

転車の通行位置を明確化し、自転車と左

折する自動車を混在させて一列で通行さ

せる手法

・左折自動車と自転車は一列で通行し、通行

順序ははっきりするものの、不安に感じる

自転車利用者が存在

・自動車、自転車相互に対する通行方法の周

知

b.分離の場合

交差点に自転車道又は自転車専用通行帯

を接続し、自転車と自動車を分離させる

手法

・自転車利用者の安心感はあるものの、信号

制御により自動車と自転車を分離しない限

り自動車が左折時に後方から進行してくる

自転車に注意する必要がある

・自転車が優先意識を持ち、自動車を意識し

なくなる可能性がある

c.混在の場合
車道上で自転車と自動車を混在させて通

行させる手法

※幅員の確保が困難な場合の自転車専用通行

帯における当面の措置
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③ 一般的な交差点

一般的な交差点における各整備形態、分類ごとの整備例を以下に示します。

＜自転車道＞

a.左折自動車のみ混在の場合

b.分離の場合

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
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＜自転車専用通行帯＞

a.左折自動車のみ混在の場合

b.分離の場合

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
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c.混在の場合

＜車道混在＞

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
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④ 特殊な交差点

前述の一般的な交差点以外の整備例を以下に示します。なお、基本的な考え方については、

一般的な交差点と同様とします。

＜細街路交差点＞

視認性を確保するために、隅切りの設置が望ましいですが、隅切りがない場合には反射鏡

の設置や注意喚起看板、「止まれ」などの法定外表示を検討します。

＜三枝交差点＞

三枝交差点においては、二段階右折する原付や自転車が安全に滞留できるスペースを確保

し、看板又は路面表示によりそのことを明示します。なお、滞留スペースの長さは、交通状

況を勘案して定めることとします。

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
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⑤ 自転車ネットワーク端部

自転車ネットワーク形成のいずれの段階においても、ネットワーク端部の交差点部におい

て、突然通行空間を打ち切ったり、安易に自転車通行空間を歩道通行へ誘導したりするので

はなく、交差点部を超えたところまで路面表示を設置する等、適切な交差点処理を行うこと

を基本とします。

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
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（２）特殊部における整備形態

① バス停部

● バス停部周辺では、自転車とバス乗降客との交錯や、自転車が停車中のバスを追い越す

ことによる事故の危険性があることに留意が必要です。

● バス交通が多くない路線では、注意喚起を行い、前後の区間と同様に自転車通行空間を

直線的に連続させるものとします。

● バス交通が多く、道路空間に余裕がある路線では、自転車とバス乗降客の交錯を減らし、

双方の安全性を向上させつつ、自転車通行空間を連続させるものとします。

＜自転車道＞

■バス交通が多くない場合

■バス交通が多く道路空間に余裕がある場合

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
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＜自転車専用通行帯・車道混在＞

■バス交通が多くない場合

■バス交通が多く道路空間に余裕がある場合

① 立体横断施設部

● 横断歩道橋昇降口や地下横断歩道出入口等の立体横断施設部において、道路空間に余裕

がある場合には、自転車と立体横断施設を利用する歩行者との交錯を減らし、双方の安

全性を向上させつつ、自転車通行空間を連続させるものとします。

＜自転車道＞

■車道側の道路空間に余裕がある場合

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
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■歩道側の道路空間に余裕がある場合

■道路空間に余裕がない場合

＜自転車専用通行帯・車道混在＞

■道路空間に余裕がある場合

■道路空間に余裕がない場合

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
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② パーキング・メーター等設置区間部

● パーキング・メーター等について、利用率が低い場合は、撤去するものとし、周辺に路外

駐車場の整備が進んだ場合等は、自転車通行空間を確保するため、撤去の必要性を検討

するものとします。

＜自転車道＞

＜自転車専用通行帯・車道混在＞

※特に車道混在においては、様々な形態が考えられるため、個別に検討を行うことが求め

られます。

図 3.23 区内のパーキング・メーター周辺の整備状況（車道混在）

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン


